
混雑飛行場における
発着枠の配分について

２００７年７月３日

国土交通省航空局監理部航空事業課
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参入制度参入制度

国内航空分野における規制緩和の経緯国内航空分野における規制緩和の経緯

路線ごとの免許制による需給調整規制

○ 3社で路線の棲み分け

○ 1986年： 棲み分け廃止。ダブル・トリプルトラック化（※）

JAL： 国際線・国内線（幹線）
ANA： 国内線（幹線・ローカル線）

JAS： 国内線（ローカル線）

（（※）同一路線を2社又は3社が運航すること）

○ 1997年： ダブル・トリプルトラック化基準の廃止

1998年に35年ぶりの新規参入

⇒ スカイマーク（羽田＝福岡線）、北海道国際航空（羽田＝札幌線）

需給調整規制廃止し、事業ごとの許可制に。

（ダブル・トリプルトラック化基準の緩和）

事業参入

○ 事前届出制

既得権益化を防止し、競争促進・国内航
空ネットワークの維持・拡充の観点から5
年毎に見直し

運賃制度運賃制度

認可制

航空法制定（1952年）

航空法改正（2000年）

○ 総括原価主義

○ 1994年： 一部届出化

○ 1996年： 幅運賃制度の導入
標準原価から25%の幅内で普通運賃の

設定を自由化

5割以内の営業政策的割引運賃等につい

て届出化

能率的な経営の下で、適正利潤を含む総

費用と総収入が均衡するよう設定

事前届出制（変更命令あり）

○ 需給調整規制の廃止

運航ダイヤ

○ 事業ごとの許可制

路線ごとの需給調整を前提とし
た免許制から、安全面の審査
を中心とした事業ごとの許可制
に移行。

路線の設定や増減便を、原則、航空会
社の 経営判断に委ねる。

○ 混雑飛行場については許可制（変更する

場合は認可）

○ 事前届出制

すべての運賃・料金について、原則、航
空会社の 経営判断に委ねる。

○ 変更命令

不当な運賃・料金については、国土交通
大臣が変更命令。
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混雑飛行場を使用した運航の許可（航空法第１０７条の３）混雑飛行場を使用した運航の許可（航空法第１０７条の３）

混雑飛行場の指定

羽田・伊丹・成田・関空

混雑飛行場：飛行場の使用状況に照
らして、航空機の運航の安全を確保
するため、１日／一定時間当たりの
離陸又は着陸の回数を制限する必要
がある飛行場

○ 航空機の運航の安全上適切なものであること

○「競争の促進」「競争の促進」、「多様な輸送網の形成「多様な輸送網の形成」」等を通じた利用者の利便に適合する輸送サービスを
提供するものであること

○航空会社の当該混雑飛行場の「従前の使用状況」に配慮

混雑飛行場混雑飛行場を使用した運航の許可及び運航計画の認可の基準を使用した運航の許可及び運航計画の認可の基準

・発着枠の配分
・運航計画の認可

有効期間（5年）

の到来による
許可の失効

混雑飛行場を
使用した運航

の許可
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新規参入路線数の増加

福岡

熊本

札幌
旭川

（２００７年６月１日現在。羽田空港発着の路線）

函館

長崎

女満別

神戸

北九州

宮崎

ＳＫＹ（H10.7参入）
ＡＤＯ（H10.10参入）
ＳＮＡ（H14.5参入）
ＳＦＪ（H18.1参入）
ＧＸＹ（H18.9参入）

那覇

競争の促進

関西

発着枠数の変化

２０００年２月１日現在

144
(45.6%)

95
(30.1%)

71
(22.5%)

6(1.9%)

２００７年６月１日現在

72
(18.1%)

152
(38.3%)

173
(43.6%)

ＪＡＬ

ＪＡＬ

ＡＮＡ

ＡＮＡＪＡＳ

新規航空会社

新規航空会社

【総発着枠数：316】 【総発着枠数：397】

○「競争の促進」を図るため、羽田空港においては、新規航空会社に対して発着枠を優先的に
配分している。
・発着枠が増加した場合、その一部を新規航空会社に優先的に配分。
・大手航空会社から発着枠の一部を回収し、新規航空会社に配分。
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多様な輸送網の形成

38.3% 39.5% 37.4% 37.3% 38.1% 37.3% 37.8%
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00年度 01年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度

幹線以外の
路線

幹線

幹線及び幹線以外の路線の便数の変化

○「多様な輸送網の形成」を図るため、羽田空港においては、全国的な航空ネットワークの形成・
充実に対する貢献度のより高い航空会社に対して、より多くの発着枠を配分する仕組みを導入
している。

全国的な航空ネットワークの形成・充実への貢献に関する評価項目

　①全国規模での航空ネットワークの形成・充実への貢献

低需要路線の便数が過去５年間で増加していること

ナイトステイを実施している空港の数が過去５年間で増加していること

　②羽田空港と地方の空港との間の路線の形成・充実への貢献

羽田空港の全路線便数に占める幹線以外の路線の便数の割合が５
０％を超えていること

前回に配分を受けた発着枠数に占める幹線以外の路線に使用してい
る発着枠数の割合が５０％を超えていること

・大手航空会社に対する発着枠の配分に当たっ
ては、航空会社の事業活動の評価を実施し、
その結果にしたがって配分。

・評価項目として、全国的な航空ネットワークの
形成・充実への貢献に関する項目を設定。

（注）幹線とは、羽田と新千歳、伊丹、関西、福岡及び那覇を結ぶ路線のこと
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１９９７．７
新Ｃ滑走路

供用

新規航空会社
の優遇

大手航空会社
への配分

新規航空会社枠

１便路線(稚内等)
及び新空港路線
(佐賀、大館能代)
へ配分

路線と切り離
した配分を実
施し、少便数
会社を優遇

２０００．７
新Ｂ滑走路

供用

新規航空会社枠

２００２．１０
ＪＪ統合に伴

う返還

競争促進枠

２００３．７
滑走路占有
時間の短縮

新規優遇枠

２００２．４
中華航空
成田移転

新空港路線
(能登、新紋
別)へ配分

２０００．２
規制緩和

２００２．１０
ＪＪ統合

４０便４０便 ５７便５７便 １２便１２便 １０便１０便４便４便

６

２８

１５

６

４０

２

１２ １０ SKY:28(7.0%)
SNA:18(4.5%)
ADO:17(4.3%)
SFJ:  9(2.3%)

JAL:173
(43.6%)

ANA:152
(38.3%)

政策枠

自由枠

特定路線枠

地方ネット
ワークへの貢
献等を評価す
る視点を導入

航空会社評価枠

２００５．４
回収・再配分

新規優遇枠

２０

回収

ＪＡＬ：２２

ＡＮＡ：１８

再配分

ＪＡＬ：１１

ＡＮＡ：９
配分済分

２７６

計

３１６
計

３７３

配分済分

３１０

回収

ＪＡＬ：１２

新規計

６新規航空会社に優先配
分。未使用枠は大手航空
会社が暫定使用、

内訳

新規航空会社枠

４

新規計

２１
新規計

２５
新規計

３７
新規計

４７
新規計

６７

大手計

３１０
大手計

３５２
大手計

３５２
大手計

３４０
大手計

３４０
大手計

３２０

計

３７７
計

３７７
計

３８７
計

３８７
発着枠計

２００５．２
混雑飛行場運航許可の更新

２００５．１２
管制運用の

見直し

新規優遇枠

１０便１０便

５

新規計

７２

大手計
３２５

計

３９７

大手航空会
社への配分５

配分済分

３２０

新規優遇枠新規優遇枠7272

大手航空会社大手航空会社
の使用枠の使用枠 325325

各 種 の 枠 を 全 て各 種 の 枠 を 全 て

新規優遇枠に統合新規優遇枠に統合

ＳＮＡの参入

羽田空港の国内定期便の発着枠の配分の経緯羽田空港の国内定期便の発着枠の配分の経緯

ＳＫＹ・
ＡＤＯの参入


